
ネーミングライツにかかる業務フローイメージ①

・公募資料作成
↓
提案参加資格等の確認 ①提案資格

②経営状況
↓
優先交渉権者の選定 ①提案金額

②提案年数
↓
優先交渉権者の決定

・対象施設概要資料の提供
名称、所在地、敷地面積、年間利用者数
築年数等、現状の施設維持管理費等

施設所管課管財課

・事前提案受付（※提案型のみ）

【事前段階】（共通）
・公募について協議

・提案募集型
市が所有する施設へのネーミング
ライツの導入について提案

・施設特定募集型
市が指定した施設へのネーミング
ライツについて提案

事前提案
（ネーミングライツの導入）

事前提案の承認
（ネーミングライツの導入を決定）

・対象施設にかかる詳細等の問い合わせ
・愛称の掲示等に係る協議

提案者

優先交渉権者 その他事業者

結果の通知

≪優先交渉権者の決定≫



・命名権料の徴収
・愛称の掲示等にかかる
契約者との協議
・市広報等における施設名称
の変更など周知活動

管財課

②愛称の検討
（審査）を依頼

回答
※修正が必要な場合は指示

優先交渉権者

①愛称の提案
④審査の結果を報告
※修正が必要な場合は修正を依頼

基本合意書の締結

≪愛称の検討≫
・妥当性・公共性
・用途に合った愛称か など

施設所管課

≪愛称の検討≫
・愛称の妥当性・公共性

伊賀市広告事業
審査委員会

審査を依頼
※愛称案が伊賀市広告掲載要綱第４条第１項
各号のいずれかに該当する恐れがある場合

施設所管課

協議・調整

ネーミングライツにかかる業務フローイメージ②

≪愛称案の決定≫ ※①～④を提案が承認されるまで繰り返す

≪基本合意書の締結（契約）、愛称の掲示等に係る調整≫

管財課 優先交渉権者
（契約者）

公表

③回答
※修正が必要な場合は報告


